
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部

分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

四

封
印

四

封
印

冷
蔵
設
備
を
有
す
る
コ
ン
テ
ナ
ー
（
以
下
「
低

温
処
理
コ
ン
テ
ナ
ー
」
と
い
う
。）に
は
、
各
低
温

処
理
コ
ン
テ
ナ
ー
ご
と
に
エ
ジ
プ
ト
植
物
防
疫
機

関
に
よ
る
封
印
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

海
上
輸
送
中
の
冷
蔵
設
備
を
有
す
る
コ
ン
テ

ナ
ー
（
以
下「
低
温
処
理
コ
ン
テ
ナ
ー
」と
い
う
。）

に
は
、
各
低
温
処
理
コ
ン
テ
ナ
ー
ご
と
に
エ
ジ
プ

ト
植
物
防
疫
機
関
に
よ
る
封
印
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

五

消
毒

五

消
毒

・

（
略
）

・

（
略
）

の
消
毒
は
、
輸
出
前
に
開
始
さ
れ
、
輸
入

検
査
の
開
始
ま
で
に
終
了
し
て
い
る
こ
と
。

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
六
十
一
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
七
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

令
和
二
年
十
一
月
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
百
二
十
八
号
（
エ
ジ
プ
ト
か
ら
発
送
さ
れ
る
オ
レ
ン
ジ
そ
の
他
の
シ

ト
ラ
ス
・
シ
ネ
ン
シ
ス
、
マ
ン
ダ
リ
ン
と
オ
レ
ン
ジ
と
の
交
雑
種
そ
の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・
レ
テ
ィ
ク
ラ
タ
と
シ
ト
ラ

ス
・
シ
ネ
ン
シ
ス
と
の
交
雑
種
、レ
モ
ン
そ
の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・
リ
モ
ン
、グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
そ
の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・

パ
ラ
デ
ィ
シ
、
マ
ン
ダ
リ
ン
そ
の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・
レ
テ
ィ
ク
ラ
タ
及
び
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ン
そ
の
他
の
シ
ト
ラ
ス
・
ク

レ
メ
ン
テ
ィ
ナ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和




